
【 仕 様 書 】 

１ 件名 

  令和８年度 三条労働基準監督署に係る庁舎日常清掃業務委託 

 

２ 期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

３ 履行場所 

  三条市塚野目２－５－１１ 

  三条労働基準監督署 

 

４ 作業内容 

  清掃の範囲及び方法は下表のとおりとする。 

箇所 面積（㎡） 清掃の方法 

１階 

男子便所 8.0  ・ 床面の洗浄拭き上げ 

・ 便器等衛生陶器類の洗浄拭き上げ 

・ 腰壁タイル面の洗浄拭き上げ 

・ トイレットペーパー、石鹸液の補充 

  （現品は、甲が支給する。） 

・ ゴミ箱の内容物の処理 

・ 洗面台、鏡の拭き磨き 

女子便所 3.0  

身障者用便所 2.2  

洗面所 2.4  

会議室 74.2  

・ 床面の掃き掃除及び拭き掃除 

・ 手摺、キャビネット天板の拭き掃除 

・ 自動ドアガラスの拭き磨き 

通路 16.1  

玄関ホール 16.8  

２階 

通路 13.4  

階段 20.3  

  ※ 清掃作業時に出たゴミについては、庁舎内の所定の廃棄物置場に持って行くこと。 

 

５ 作業実施日等 

  原則として、毎週１回 金曜日に行う（年間５１回）。なお、清掃を行おうとする日が祝日等閉庁日に当た

る場合は、その前開庁日または翌開庁日に行う。 



  実施日の詳細は、「令和８年度 庁舎清掃年間実施予定日カレンダー」を参照するものとする。 

 

６ 経費負担及び施設貸与 

(１) 清掃作業に要する用具及び資材は、全て受託者の負担とする。 

(２) 清掃作業に要する電気及び水道の使用は、無償とするが、必要最小限度にとどめること。 

(３) 清掃作業を行うための更衣室は設けていないので留意すること。 

 

７ 除外業務 

  次に掲げる作業については、清掃対象から除外する。 

  ・ 照明器具、高所換気口（トイレ換気扇、空調吹出口等）、高所壁面及び庁舎外壁清掃 

  ・ 廃棄物処理 

  ・ その他、この仕様書に記載されていない事項 



令和8年度　庁舎清掃　年間実施予定日カレンダー

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

三条署 〇 〇 〇 〇 4 日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

三条署 〇 〇 〇 〇 〇 5 日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

三条署 〇 〇 〇 〇 4 日
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水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

三条署 〇 〇 〇 〇 〇 5 日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

三条署 〇 〇 〇 〇 4 日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

三条署 〇 〇 〇 〇 4 日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

三条署 〇 〇 〇 〇 〇 5 日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

三条署 〇 〇 〇 〇 4 日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

三条署 〇 〇 〇 〇 4 日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

三条署 〇 〇 〇 〇 4 日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

三条署 〇 〇 〇 〇 4 日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

三条署 〇 〇 〇 〇 4 日 日

1月 月　実施日数

4月 月　実施日数

10月 月　実施日数

5月 月　実施日数

8月 月　実施日数

6月 月　実施日数

12月 月　実施日数

7月 月　実施日数

年間日数

51

2月 月　実施日数

9月 月　実施日数

11月 月　実施日数

3月 月　実施日数


